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居宅介護支援事業所 重要事項説明書 

<       年    月    日現在> 

 

  居宅介護支援（以下「サービス」という）の提供に当たり、事業所の概要や提供される 

サービスの内容、利用上の留意事項等の重要事項について次のとおり説明します。 

 

１ 事業者（法人）の概要 

事業者（法人）の名称 医療法人財団 湖聖会 

主たる事務所の所在地 
〒４１６-０９４６  

静岡県富士市五貫島１７５番地 

代表者（職名・氏名） 理事長 湖山 泰成 

設 立 年 月 日 平成７年１２月２０日 

電 話 番 号 ０５４５－６７－１０８３ 

 

２ 事業所の概要 

事 業 所 の 名 称 在宅介護支援センターききょう 

事 業 所 の 所 在 地 
〒416-0946 

静岡県富士市五貫島 175 番地 

電 話 番 号 ０５４５－６０－００５５ 

Ｆ Ａ Ｘ 番 号 ０５４５－６６－３２３０ 

管 理 者 氏 名 若 月 久 実 

指 定 年 月 日 平成１１年 ８月 １日 

事 業 所 番 号 ２２５２３８００２３ 

通常の事業の実施地域 富士市・清水区庵原 

併 設 事 業 所 介護老人保健施設・通所リハビリテーション・短期入所療養介護 

 

３ 運営の目的及び方針 

◼ 適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の介護

支援専門員が、要介護状態にある高齢者(以下「利用者」という)に対し、適正な指定

居宅介護支援を提供する事を目的とします。 

◼ 利用者が保健・医療・福祉サービスを適切に利用し、可能な限り居宅においてその有す

る能力に応じ、自立した生活を安定して継続できるように配慮して事業を行います。 
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◼ 利用者自らの選択に基づき、利用者に提供されるサービス等が特定の種類又は特定の

事業者に不当に偏する事のないよう、公正中立に行います。 

また、利用者は複数の指定居宅サービス事業者等を紹介するよう求めることができます。 

◼ 事業の運営に当たっては、保険者、地域包括支援センター、他の在宅介護支援センタ

ー、他の居宅介護支援事業者、介護保険施設等との連携に努めます。 

◼ 地域ケア会議において、個別のケアマネジメントの事例の提供の求めがあった場合には、

これに協力するよう努めます。 

 

４ 提供するサービスの内容 

種 類 内 容 

要介護認定等の 

申請代行 

当事業所は、利用者の要介護認定（要介護更新認定、要介

護状態区分の変更認定、及びサービス種類の変更を含み、以下

「要介護認定等」という）に関わる申請について利用者の意思を

確認したうえで、申請代行等必要な援助を行います。 

訪問介護等サービ

ス割合の説明 

当事業所は、前 6 ケ月間に作成した居宅サービス計画（ケアプラ

ン）の総数における訪問介護等のサービスごとの利用割合及びサ

ービスごとの同一事業者によって提供されたものの割合について、

利用者又はその家族に対し説明を行い、理解を得るよう努めま

す。 

居宅サービス計画 

（ケアプラン）の 

作成 

当事業所は、利用者の居宅を訪問し、利用者および家族と面接

を行い、希望や解決すべき課題を把握します。 

複数の居宅サービス事業者のサービス内容や料金を伝え、利用

者の選択、希望に基づき、利用するサービスを選んでいただいたう

えで、居宅サービス計画（以下「ケアプラン」という）の原案を作成

します。また、当該事業所をケアプランに位置付けた理由を求める

ことができる旨を説明します。サービス担当者会議を開催し、ケアプ

ラン原案について、サービス担当者から意見を求めたうえで、利用

者及び家族に対して説明し、同意を得て交付します。テレビ電話

装置等を使用してサービス担当者会議を開催する場合は、利用

者又は家族から同意を得て行います。 
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居宅サービス計画 

（ケアプラン） 

作成後の管理 

利用者及びその家族、指定居宅サービス事業者等との連絡を継

続的に行うことにより、ケアプランがどのように実施されているかを把

握し、必要に応じてケアプランの変更その他の変更の便宜の提供

を行います。サービス実施状況の把握に当たっては、月１回以上

利用者の居宅を訪問し、利用者及びその家族に面接して行いま

す。（テレビ電話等要件が満たす場合は 2 ヶ月に 1 回の面接）

ケアプランの区分支給限度基準額に占めるサービス利用割合、及

び訪問介護の利用割合について厚生労働大臣が定める基準に

該当する場合、市町の求めに応じて、居宅サービス計画の利用の

妥当性を検討し、市町に届けます。 

サービス事業者 

との連絡・調整 

ケアプランに基づく居宅サービスの提供が確保されるよう指定居宅

サービス事業者等との連絡調整及びサービス担当者会議等にお

いてその他の便宜の提供を行います。 

医療との連携・ 

主治医への連絡 

ケアプランの作成時（または変更時）や居宅サービスの利用時に

必要な場合は、利用者及び家族の同意を得たうえで、関係する

医療機関や利用者の主治医との連携を図ります。 

特定相談支援事

業者等との連携 

障害福祉サービスを利用してきた利用者が介護保険サービスを利

用する場合等は、利用者及び家族の同意を得たうえで、関係する

指定特定相談支援事業者や相談支援専門員との連携を図りま

す。 

介護保険施設 

の紹介 

利用者がその居宅における日常生活が困難になったと認める場合

または、利用者が介護保険施設への入所を希望する場合には、

介護保険施設への紹介その他の便宜の提供を行います。 

介護支援専門員 

を変更する場合 

の対応 

介護支援専門員が利用者に不測の損害を与えたとき、その他必

要と認めるときは、利用者は当事業所に対し、介護支援専門員

の変更を求めることが出来ます。 

利用者の心身の状況、居宅サービス状況により、介護支援専門

員の変更が利用者により有益であると認められた場合は、他の介

護支援専門員に変更することがあります。 

 

５ 営業日時 

営 業 日 
月曜日～金曜日 

ただし、国民の祝日及び１２月２９日～１月３日までを除きます。 

営 業 時 間 
午前８時３０分～午後５時３０分 

上記以外にも転送により 24時間連絡可能な体制をとっています。 
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６ 職員体制     （        年    月    日現在 ） 

職員の体制 員数 

常勤 非常勤 

保有資格 

専従 兼務 専従 兼務 

管理者  人   人   人   
主任介護支援専門員 

介護支援専門員 人  人 人 人 人 

主任介護支援専門員・看護師、 

介護福祉士、社会福祉士、  

精神保健福祉士  

７-１ 利用料等 

 ①介護保険給付対象サービス 

■ 原則として利用者に料金を請求しません。 

■ ただし、利用者の介護保険被保険者証に支払方法変更の記載（利用者が保険料を

滞納しているため、サービスを償還払いとする旨の記載）があったときは、支払方法が償

還払いとなり、利用料の全額をお支払いいただきます。支払いを受けた後、当事業所か

らサービス提供証明書を発行しますので、市町村の介護保険担当窓口に提出し、後日

払い戻しを受けてください。 

■ サービスを利用した場合の「基本利用料」及び「加算」等は厚生労働大臣が告示で定め

る基準金額であり、これが改定された場合は、これら基本利用料等も自動的に改定され

ます。 

■ お支払いいただく「利用者負担金」は、原則として基本利用料等の１割（一定以上の

所得のある方は２割または 3割）の額です。 

 

○ 居宅介護支援費 

富士市は、地域区分が 7級地となるため単位数に１０.２１円を乗じた金額になります。 

☑Ⅰ（ⅰ） 介護支援専門員 1 人あたりの取扱件数が 45 件未満の場合、又は 45 件

以上の場合において、45件未満の部分について算定 

     要介護度 支援費 

      要介護１・２  1,086単位／月      11,088円 

      要介護 3・4・5  1,411単位／月     14,406円 

 

  （ⅱ） 介護支援専門員 1 人あたりの取扱件数が 45 件以上の場合において、45 件 

     以上 60件未満の部分について算定 
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要介護度 支援費 

      要介護１・２ 544単位／月 5,554円 

      要介護 3・4・5  704単位／月    7,187円  

 

  （ⅲ） 介護支援専門員 1 人あたりの取扱件数が 60 件以上の場合において、60 件

以上の部分について算定 

要介護度 支援費 

      要介護１・２ 326単位／月 3,328円 

      要介護 3・4・5 422単位／月 4,308円 

 

□Ⅱ（ⅰ） ケアプランデータ連携システム活用及び事務職員の配置を行っており、介護支

援専門員 1 人あたりの取扱件数が 50 件未満の場合、又は 50 件以上の場合に

おいて、50件未満の部分について算定 

     要介護度 支援費 

      要介護１・２  1,086単位／月      11,088円 

      要介護 3・4・5  1,411単位／月     14,406円 

 

  （ⅱ） ケアプランデータ連携システム活用及び事務職員の配置を行っており、介護支

援専門員 1 人あたりの取扱件数が 50 件以上の場合において、50 件以上 60 件

未満の部分について算定 

     要介護度 支援費 

      要介護１・２  527単位／月      5,380円 

      要介護 3・4・5  683単位／月     6,973円 

 

 （ⅲ） ケアプランデータ連携システム活用及び事務職員の配置を行っており、介護支

援専門員 1 人あたりの取扱件数が 60 件以上の場合において、60 件以上の部分

について算定 
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     要介護度 支援費 

      要介護１・２  316単位／月     3,226円 

      要介護 3・4・5  410単位／月     4,186円 

 

○ その他の加算 

☑初回加算 

新規にケアプランを作成する利用者に対し

て、居宅介護支援を行なった場合 

300単位／月 3,063円 

☑特定事業所加算 

質の高いケアマネジメントを実施している事

業所を積極的に評価する観点から、人材の

確保や、サービス提供に関する定期的な会

議を実施しているなど、厚生労働大臣が定

める基準に適合する場合 

□（Ⅰ）519 単位/月 

☑（Ⅱ）421 単位/月 

□（Ⅲ）323 単位/月 

□（A）114 単位/月 

5,298円 

4,298円 

3,297円 

1,163円 

☑特定事業所医療介護連携加算 

医療と介護の連携を推進する観点から、退

院・退所加算の算定に関わる病院等との連

携や看取り対応の実施など、厚生労働大臣

が定める基準に適合する場合 

      125単位／月 1,276円 

☑退院・退所加算 

病院若しくは診療所に入院又介護保険施 

設等に入所していた者が退院又は退所に当

たって、病院等の職員と面談を行い、利用

者に関する必要な情報の提供を受けた上

で、ケアプランを作成した場合 

（必要に応じ、福祉用具専門相談員等の

カンファレンス参加あり、入院又は入所期間

中につき 1回を限度) 

連携 1回 

ｶﾝﾌｧﾚﾝｽ参加無 450単位 

ｶﾝﾌｧﾚﾝｽ参加有 600単位 

 

4,594円 

6,126円 

連携 2回 

ｶﾝﾌｧﾚﾝｽ参加無 600単位 

ｶﾝﾌｧﾚﾝｽ参加有 750単位 

 

6,126円 

7,657円 

連携 3回 

ｶﾝﾌｧﾚﾝｽ参加有 900単位 

 

9,189円 

☑入院時情報連携加算 

利用者が病院又は診療所に入院するにあた

って、病院又は診療所の職員に対して利用

者の心身の状況や生活環境等の利用者に

係る必要な情報を提供した場合 

（Ⅰ）250単位／月  

（Ⅱ）200単位／月  

 2,552円 

2,042円 

☑緊急時等居宅カンファレンス加算 

病院又は診療所の求めにより、当該病院又

は診療所の職員と共に利用者の居宅を訪

200単位／回 2,042円 
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問し、カンファレンスを行い、必要に応じて居

宅サービス等の利用調整を行った場合 

☑ターミナルケアマネジメント加算 

著しい状態の変化を伴う終末期の医療やケ

ア方針に関する当該利用者又はその家族の

意向を把握した上で、その死亡日及び死亡

日前 14 日以内に 2 日以上、当該利用者

の又はその家族の同意を得て居宅を訪問

し、当該利用者の心身の状況等を記録し、

主治の医師等及び居宅サービス計画に位

置付けた居宅サービス事業所に提供した場

合。 

400単位／月  4,084円 

☑通院時情報連携加算 

利用者が病院又は診療所において医師又

は歯科医師の診察を受ける際に介護支援

専門員が同席し、医師等に対して利用者の

心身の状況や生活環境等の必要な情報の

提供を行うとともに、医師等から利用者に関

する必要な情報の提供を受けた上で、居宅

サービス計画に記録した場合（１月に１回

を限度） 

50単位／月 510円 

 

 ② 交通費 

サービスを提供する 

通常の実施地域の方 
無  料 

通常の実施地域以外の方 

 

有  料 

 

通常の事業の実施地域を越えてから片道あたり 

５km未満の場合・・・・・・・・・・・・・・・無料 

５km以上１０ｋｍ未満・・・・・・・500円 

１０ｋｍ以上・・・・・・・・・・・・・・・1,000円 

 

７-2 支払方法 

■ 利用者が当事業者に料金を支払うことになる場合の支払い方法については、原則として

１０日以降に前月分の請求書をお渡しいたします。お支払い方法は、速やかに指定口
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座にお振込みをお願いいたします。お振込みでご対応いただけない場合に限り、現金にて

お願いする場合がございます。 

■ お支払い頂いた後、領収書・サービス提供証明書を発行いたします。 

 

８ サービスの利用に当たっての留意事項 

◼ 居宅介護支援提供に先立って、介護保険被保険者証に記載された内容（被保険者

資格、要介護認定の有無及び要介護認定の有効期間等）を確認させていただきます。 

◼ 被保険者の住所等に変更があった場合は速やかに当事業者にお知らせください。 

◼ 入院時には、担当介護支援専門員の氏名等を入院先医療機関にお伝えください。ま

た、入院した旨を当事業所にも速やかにお知らせください。 

 

９ 緊急時の対応 

■ 利用者の体調急変が生じた場合、状況に応じて、管理者及び家族への連絡を行いま

す。 

■ 必要があれば、主治医に連絡し指示を仰ぎます。症状が重篤な場合は救急車の要請

をする場合もあります。 

 

１０ 事故発生時の対応 

◼ サービス提供に当たって、事故が発生した場合には、速やかに利用者の身元引受人等

及び市町に連絡を行うと共に必要な措置を講じます。 

◼ 事故により利用者に損害が生じた場合は、その損害を賠償いたします。但し、当事業所 

に故意又は過失がない場合はこの限りではありません。 

◼ 当該事故発生につき利用者に過失がある場合は、損害賠償の額を減額することができ

ます。 

 

１１ 損害賠償責任等 

■ 事業者は、サービスの提供に伴い、自己の責に帰すべき事由により利用者に生じた損害

について賠償する責任を負うものとします。但し、利用者およびその身元引受人等に故

意又は過失が認められる場合はこの限りではありません。 

■ 事業者は、利用者およびその身元引受人等が第８条に定める事項に反した場合、若

しくは故意又は重大な過失によって他の利用者又は事業所が損害を被った場合、利用

者およびその身元引受人等に相当額の賠償を求めることができるものとします。 

■ 利用者は、自己の責に帰すべき事由により事業所及び職員に損害を与えた場合、その

損害について賠償する責任を負います。 

 

１２ 苦情相談窓口 

■ サービスの提供について、当事業所の苦情相談窓口のほか、市や国民健康保険団体
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連合会の窓口にて苦情や相談を承ります。承った苦情や相談は、下記の手順にそって

適切に対応します。なお、苦情の申し立てにより差別待遇を受けることは一切ありません。 

 

< 苦情解決手順 > 

① 苦情や相談があった場合は直ちに利用者側から事情を聞き、苦情や相談の内容を 

確認する。 

② 受付担当者は苦情や相談の内容を記録し、解決責任者に報告する。 

③ 解決責任者は受付担当者及び他の従業員を加え苦情や相談の処理に向けた検

討の場を設ける。 

④ 解決責任者は検討結果をまとめ、速やかに利用者側へ原因報告、解決策を提示

する。 

⑤ 苦情や相談の経過記録を書面にて保存のうえ職員に伝達する。 

 

< 苦情解決相談窓口 > 

当事業所の 

お客様相談窓口 

受 付 担 当 者 居宅介護支援事業所 

解 決 責 任 者 若 月 久 実 

電   話 ０５４５－６０－００５５ 

ご 利 用 時 間 8：00～17：30 

富士市役所 

福祉部 

担 当 窓 口 介護保険課 

住 所 富士市永田町 1丁目１００番地 

電 話 ０５４５-５５－２７６７ 

担 当 窓 口 福祉総務課（福祉指導室） 

住 所 富士市永田町 1丁目１００番地 

電 話 ０５４５-５５-２８６３ 

静岡市役所 

健康福祉局福祉部 

担 当 窓 口 介護保険課 

住   所 静岡市葵区追手町５ー１ 

電   話 ０５４‐２２１－１３７７ 

静岡県社会福祉協議会 

担 当 窓 口 運営適正化委員会事務局 

住   所 静岡市葵区駿府町１－７０ 

電   話 ０５４－６５３－０８４０ 

静岡県国民健康保険 

団体連合会 

担 当 窓 口  介護サービス苦情相談窓口 

住   所 静岡市葵区春日２丁目４番３４号 

電   話 ０５４－２５３－５５９０ 

 

１３ サービスの終了 

■ 次の場合にサービスは終了となります。 
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（１）利用者のご都合でサービスを終了する場合 

サービスの終了を希望する日の１４日前までにお申し出下さい。 

ただし、利用者の病変、急な入院等やむを得ない事情がある場合は、予告期間が 

１４日以内の通知でもこの契約を解約することができます。 

（２）事業所の都合でサービスを終了する場合 

人員不足等やむを得ない事情により、サービスの提供を終了させていただく場合があり

ます。その場合は、１ヶ月前までに通知します。 

（３）自動終了 

次の場合は、双方の通知がなくても、自動的に契約を終了いたします。 

① 利用者が医療機関、又は介護保険施設等へ入院又は入所した場合 

② 利用者の要介護状態区分が要支援・事業対象者または自立（非該当）と

なった場合 

（地域包括支援センターより委託を受けてサービス提供を継続できる場合があります） 

③ 利用者が死亡した場合 

（４）その他 

次の場合は、利用者は解約を通知することにより、直ちにサービスを終了することが 

できます。 

① 事業者が、正当な理由なくサービスを提供しない場合 

② 事業者が、守秘義務に反した場合 

③ 事業者が、利用者やその家族に対して社会通念を逸脱する行為を行った場合 

④ 事業者が、倒産した場合 

⑤ 利用者が契約更新を希望しない場合、利用料等の変更に対して同意すること

ができない場合 

次の場合は、事業者は文書で解約を通知することによって直ちにサービスを終了させてい

ただく場合があります。 

① 利用者又はその家族が事業者や従業者に対して、この契約を継続し難いほどの

背信行為を行った場合 

 

１４ 秘密保持及び個人情報の保護 

■ 事業者及びその従業者は、業務上知り得た利用者及びその家族の秘密を正当な理由

なく、在職中及び退職後において、第三者に漏らしません。これは、この契約終了後も

同様とします。 

■ 事業所は、利用者の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労

働省が策定した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのための

「ガイダンス」を遵守し、適切な取り扱いに努めるものとします。 

■ 事業所は、利用者の個人情報については利用者から、その家族の個人情報については

その家族から予め文書で同意を得ない限り、利用者の居宅サービス計画等の立案のた
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めのサービス担当者会議、居宅サービス事業者等との連絡調整等において、利用者又

はその家族の個人情報を用いません。 

 

１５ 虐待防止に関する事項 

■ 事業所は、ご利用者の人権擁護・虐待の防止の為、指針を整備し必要な体制の整備

を行うとともに、その従業者に対し虐待防止の啓発・普及するための研修を実施する等、

次に掲げる措置を講じます。 

（1） 当該事業所従業者又は養護者（現に養護している家族、親族、同居人等）によ 

  る虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は速やかに、地域包括支援センタ 

  ーへ報告します。 

（2） 虐待防止のための対策を検討する委員会を定期に開催し、その結果について従業  

  者に周知徹底を図ります。 

（3） 事業所は利用者の人権擁護、虐待等の防止・早期発見及び再発防止のため、専 

  任の担当者を定めます。 

        

１６ ハラスメント対策に関する事項 

■ 介護現場で働く職員の安全確保と安心して働き続けられる労働環境が築けるようハ

ラスメントの防止に向け取り組みます。 

（1）ハラスメントの指針を整備し、窓口を明確化するとともに、職員に周知します。 

（2）職員に対し、ハラスメントに対する基本的な考え方について定期的に研修等を実施

します。また、職員との面談や会議等の場を定期的に設け、ハラスメント発生状況

の把握に努めます。 

（3）カスタマーハラスメントと判断された場合には、行為者に対し、関係機関への連絡 

相談、環境改善に対する必要な措置、利用契約の解約等の措置を講じます。 

 

１７ 事業継続に向けた取り組みの強化 

■事業者は災害・感染症が発生した場合において、利用者に対する必要なサービスが安

定的・継続的に実施するため、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るために、計

画に従って必要な措置を講じます。 

（1） 事業所は従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び

訓練を定期的に実施します。 

 

１８ 感染症への対応力強化に関する事項 

■事業所は感染症が発生し、又はまん延しないよう、次に掲げる措置を講じます。 

（1） 事業所における感染症の予防及びまん延防止のための指針を整備しています。 



【居宅】重要事項説明書  

制定：１８/０４/０１ 

改定：２5/07/01 

（2） 事業所における感染症の予防及びまん延防止のための対策を検討する委員会を定

期的に開催するとともに、その結果について従業者に周知徹底しています。 

（3） 従業者に対し、感染症の予防及びまん延防止のための研修及び訓練を定期的に

実施します。 

 

１９ その他 

■ ご不明な点、ご意見等ございましたらお気軽に職員までお申し出下さい。 
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以上の内容を証するため、利用者および事業者は署名または記名のうえ、本重要事項説明書

を２通作成し、利用者・事業者が１通保有します。 

 

   年   月   日 

（利用者） 

  私は、以上の重要事項について説明を受け、その内容を理解し同意しました。 

 

住  所 

 

氏  名                           

 

（身元引受人） 

  私は、以上の重要事項について説明を受け、その内容を理解し、身元引受人の責任についても

理解し同意しました。 

 

                     住  所 

 

                     氏  名                          

 

                     電話番号                    続柄 

 

（後見人） 

  私は、以上の重要事項につき説明を受け、その内容を理解し、後見人の責任についても理解し

同意しました。 

 

                     住  所 

 

                     氏  名                        

 

                     電話番号                    続柄 

 

（事業者） 

  当事業所は、サービスの提供開始にあたり以上の重要事項について説明しました。 

                     住 所     静岡県富士市五貫島 175 

                     事 業 者     医療法人財団 湖 聖 会 

                     代表者名     理事長  湖 山 泰 成 

事業所名     在宅介護支援センターききょう  

事業所番号    （ ２２５２８００２３ ） 

説明者氏名                     


